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学童保育における弁当配食の実施について 

 

夏季休業期間における保護者の弁当作りの負担軽減を目的として、令和６年度から

実施している弁当配食について、令和７年度も引き続き、保護者ニーズ等を踏まえ、

全学童保育施設を対象に実施する。 

また、安定的に事業者を確保し、持続可能な事業実施を行うため、公募により選定

した事業者に対して補助金を交付する。 

 

１ 概要 

(１) 実施期間（予定） 

令和７年７月 22日から令和７年８月 29日まで（土日・祝日を除く） 

(２) 実施施設 

学童保育施設全 86施設（児童館、放課後ひろば等） 

（３）実施内容 

     ア 区は弁当配食の案内について、学童保育を利用する保護者に周知する。 

     イ 弁当配食を希望する保護者は、各自で弁当配食事業者へ申込み・支払い 

を行う。 

     ウ 学童保育施設は注文された弁当を弁当配食事業者から受け取り、昼食時に 

提供する。 

 

２ 弁当配食事業者の選定 

 (１) 実施方法 

こども向けの弁当配食全般に関する知識や経験、安全管理、事業運営スキル

を有する配食サービス事業者を公募により選定する。 

 （２）選定方法 

    書類審査 

 （３）スケジュール 

令和７年５月 16日～５月 29日 事業者公募 

令和７年６月中旬頃      事業者決定 

令和７年６月下旬頃      協定締結 

（４）その他 

区と事業者で詳細を協議の上、協定を締結する予定 

こども文教委員会 

令和７年５月 14日 

教育委員会事務局 

こども未来部   資料１番 

所管  教育総務課 

子育ち支援課 



 

 

 

 

 

学童保育利用申請事務処理業務委託事業者の募集について 

 

 

１ 募集理由 

区が実施する学童保育事業（一時利用）においてオンライン申請を導入するに当たり、

オンライン申請システム上で行われた申請に関する事務処理業務、並びに申請者への書

類是正に係る連絡及び申請に係る問い合わせ対応等のコールセンター業務を委託する。 

以上を踏まえ、民間事業者等が有する知識や技術、経験等多くの有益な提案を広く公募

することとし、委託事業者を公募型プロポーザル方式によって選定する。 

 

２ 募集について 

 （１）募集方法 

    公募型プロポーザル方式による選定 

 

 （２）選定方法 

    選定は、「学童保育利用申請事務処理業務委託選定委員会設置要綱」で定める選定委

員会が書類審査、面接審査により選定する。 

 

 （３）選定スケジュール（予定） 

選定日程等 選定手順 

令和７年６月 13日（金） 募集要項等の公表（ホームページ） 

６月 25日（水）正午 募集内容に関する質問の受付期限 

６月 27日（金） 質問に対する回答（ホームページ） 

７月３日（木）から 

７月８日（火）17時まで 
応募書類（提案書一式）の提出 

７月 28日（月） 一次審査（書類審査）結果通知発送 

８月６日（水） 二次審査（プレゼンテーション・質疑応答） 

８月 12日（火） 選定結果通知発送 

契約締結後～11月末 導入準備 

12月１日（月） 事業開始 

 

こども文教委員会 
令和７年５月 14 日 

教育委員会事務局  資料１番 

所管 教育総務課 



 

生徒用女子トイレの生理用品設置について 

 

 

１ 設置に対する考え方 

  従前、区立小・中学校全校の保健室に生理用品を常備しており、必要とする児

童・生徒には保健室にて養護教諭の手渡しを基本としてきた。これは、生理の問

題はデリケートであり、養護教諭が個別に児童・生徒からの相談に丁寧に応じる

ことで、体調面の相談だけでなく、心理的な不安に寄り添うことや、家庭の経済

的な課題や虐待等の問題を察知する貴重な機会であるとの考えに基づいている。 

引き続き保健室での手渡しを基本としつつ、生徒が安心して学校生活を送れる

よう、緊急時用として生徒用女子トイレへ生理用品を設置する。 

なお、今般の生理用品の設置に際しては、生徒が自身の身体のことについて考

えるきっかけとするとともに適切な保健室への相談につながるよう、教員と生徒

がともに管理運営を工夫し取り組むよう周知し、継続的に見直しを図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設置開始時期 

  令和７年６月以降、準備の整った学校から開始する。 

 

３ これまでの取組経過（参考） 

  令和６年 11月：生理用品の取扱いに関する調査及びアンケート実施 

令和７年１月 

～２月：生徒用女子トイレへの生理用品試行設置（中学校６校） 

令和７年２月 ：試行設置後調査実施 

 

 

こども文教委員会 
令和７年５月 14 日 

教育委員会事務局  資料２番 

所管 学務課 

試行設置の際に使用した掲示物（例） 



４ アンケート及び調査結果（参考：抜粋） 

 

 

 

 

◆試行設置後調査 

 ・設置により保健室へ生理用品を受け取りに来る生徒の数は減少傾向。 

 ・「急に生理になったときに助かった」との生徒の声あり。 

 ・養護教諭からは「生理用品を自分自身で用意する、持参することを身に 

つけさせたい時期」との意見もあり。 

◆アンケート調査 



 
令和７年度 大田区立学校の研究校等について 

令和６年４月２日 
１ 大田区教育委員会の研究校 
（１）授業力向上推進校    小中学校 全 88校 

※「授業力向上推進校」（88校）のうち、教育研究推進校、教育課程特例校（おおたの未来づくり実施
校、おおたサイエンススクール、ＯＧＣ）、中学校版「おおたの未来づくり」研究実践校に該当しな
い学校を、「授業力向上推進校指定校」（24校）とします。     

 
（２）教育研究推進校＜２年次８校＞ 

 
（３）教育研究推進校＜１年次８校＞ 

学校名 研究主題 発表会実施日 

大森第一小学校 
よりよい未来を実現するための創造的な資質・能力の育成 

～「大切にしたい 10のこと」を生かした授業づくりを通して～ 
R8.2.24 

入新井第一小学校 
こどもを中心としたカリキュラム・マネジメント 

～自由進度学習の可能性を探る～ 
R7.11.18 

赤松小学校 
ウェルビーイングを高めるこどもの育成 

～自己肯定感と協働性・多様性への理解の向上を目指した指導の工夫～ 
R8.2.17 

羽田小学校 
関わり合い、認め合い、未来を拓くこどもの育成 

～すべてのこどもの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学び～ 
R8.2.20 

矢口東小学校 

自分からやろう！と思える児童の育成 

～「気づく・伝える・チャレンジする・つなぐ」を意識したキャリア教育

の実践～ 

R7.11.6 

おなづか小学校 

「明日も行こう」と思える楽しい学校づくり 

～不登校未然防止に向け「分かった！できた！一緒に頑張れた！」を目指

した指導を通して～ 

R8.1.30 

東蒲小学校 
未来を切り拓く力の育成 

～教科担任制を生かして～ 
R7.10.30 

大森第六中学校 
ＳＤＧｓの達成に向けたカリキュラム・マネジメント 

～シビック・アクションの取組～ 
R8.2.6 

学校名 研究主題 

調布大塚小学校 
変革をもたらす３つのコンピテンシーを育成する 
～教師一人一人の「研究構想シート」に基づく授業力向上～ 

久原小学校 
創造的な資質・能力の育成 
～教科等の単元カリキュラム開発を通して～ 

都南小学校 
自他を認め、よりよく生きようとする児童の育成 
～道徳科授業の中心発問の工夫を通して～ 

萩中小学校 
誰もが自信をもって考察を書き、主体的に問題解決する児童の育成 
～次時の活動につなげる考察場面を意識した授業改善を通して～ 

出雲小学校 
学び続ける教師、伸びる教師 
～みんなで創造・探究する授業力の向上～ 

羽田中学校 
〝志〟のある生徒を育成する 
～ＯＧＣを中心とした国際教育を通して～ 

六郷中学校 地域の手本となり、他者や社会の安全に貢献できる資質や能力の育成 

御園中学校 
「全てのこどもたちへのよりよい教育の実現」を目指したカリキュラム・ 

マネジメント 
～御園中学校版「おおたの未来づくり」の実施に向けた取組～ 

こども文教委員会 
令和７年５月 14 日 

教育委員会事務局 資料３番 

所管 指導課 



（４）人権教育研究協力校      入新井第二小 糀谷小 糀谷中 
 
（５）おおたサイエンススクール   清水窪小     
 
（６）理科教育推進拠点校      清水窪小 入新井第一小 

萩中小 南六郷小     
 
（７）不登校対策実施校       中学校 全 28校       
 
（８）生きる力をはぐくむプログラム～大田区における特色ある教育の推進～事業実施校 

入新井第五小 入新井第二小 赤松小 清水窪小  
仲六郷小 馬込中 大森第三中 大森第六中  
御園中            

 
（９）中学校版「おおたの未来づくり」研究実践校 

大森第六中 御園中      
 
（10）キャリア教育モデル校     南蒲小 北糀谷小 みらい学園初等部  

みらい学園中等部       
 
（11）おおた国際教育推進校     大森東小 羽田中      
 
 
 
２ 東京都教育委員会の研究校等 

 
 
３ 文部科学省等の研究校 
教育課程実践検証協力校     入新井第五小（特別活動） 清水窪小（理科） 萩中小（理科） 

                 矢口小（家庭科） 
 
 

事業名等 指定期間 学校名（発表会実施日等） 

人権尊重教育推進校 
令和６・７年度 羽田小（R7.11.20） 

令和７・８年度 蒲田小 

安全教育推進校 令和７・８年度 六郷中 

小学校教科担任制等推進校 令和７年度 
大森第四小 池上小  
糀谷小 

小学校教科担任制等推進校 

（小規模校におけるモデル推進校） 
令和６・７年度 中富小 東蒲小 

授業改善推進拠点校 令和６・７年度 大森第一小 

「デジタルを活用したこれからの学

び」推進地区実践校 
令和７・８年度 入新井第一小 大森第七中 



大田区立学校における働き方改革推進プラン（第２次）概要版

第１章 プランの概要

1.前プランのめざす姿

すべての教員が、子どもたち一人ひとりに寄り添

い,子どもたちの未来を創る力を育み,意欲を引き

出す教育を実践しています

２.計画期間

令和２年度から令和６年度まで

３.目標

１か月の時間外在校等時間 45時間

１年間の時間外在校等時間 360時間を超える

教員をゼロにする。

４.前プランの具体的な取組内容
施策１ 在校時間の客観的な把握と働き方改革への

意識付け
施策２ 教員業務の明確化と最適化
施策３ 学校を支える体制づくり
施策４ 教員一人ひとりのワーク・ライフ・バラン

スの実現に向けた環境づくり

第４章 これからの取組

取組等の検証計画の位置づけ

教育委員会が主体となりPDCAサイクルによって毎年進捗を確認

します。在校時間数の把握と連動して全教師に向けたアンケー

トを行い、施策の効果を確認します。

「学校における働き方改革庁内検討委員会」「学校における働

き方改革作業部会」などの既存の会議を活用してヒアリングを

実施するなど、学校の負担とならないよう配慮します。

取組をまとめ、取組状況を保護者や地域に公表するとともに

総合教育会議において報告してまいります。

1.背景・改定の趣旨

令和２年３月に「大田区立学校における働き方改革

推進プラン」を策定し、教職員の長時間勤務の是正

に向けて、４つの施策を柱とし、18の取組を実施し

てきました。

取組の結果、目標は達成できず依然として長時間

勤務の教員が多い状況で,教職員の働き方改革に対

する意識醸成や実感も十分に進んでいないことが判

明しました。

このためこれまでの取組を継承しアンケートの結

果、社会情勢に対応して、本プランを改定する。

２.目的

未来を担うこどもたちのために、保護者や地域の理

解と協力を得ながら、持続可能な学校教育の実現に

向けて教職員が健康で毎日充実して働き続けること

ができること。

３.取組期間

令和7年度から令和10年度までの4年間 

（※、国の制度改正や社会状況の著しい変化があった場

合は、見直し) 

第２章 これまでの取組

時間外在校時間が45時間未満の割合及び

小・中学校別時間外在校時間の平均

令和元年度から令和５年度まで、教職員全体の時間外在校等時間

は減少傾向で、月毎の45時間未満の割合は増加傾向でしたが、令

和６年度は前年度から横ばいとなっています。また副校長は依然

として時間外在校等時間45時間未満の割合が、相対的に低くなっ

ています。

第３章 教職員の勤務実態

働き方改革のめざす姿
児童・生徒に向き合う時間を確保するなど教員が本来担う役割に集中し、

誇りとやりがいをもって働くことができる魅力的な環境づくりを進めます。

こども文教委員会
令和７年５月14日

教育委員会事務局 資料４番

所管 指導課
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第１章 プランの概要 

１. 背景・改定の趣旨 

 大田区教育委員会（以下、「区教育委員会」という。）は、令和２年３

月に「大田区立学校における働き方改革推進プラン」（以下、「前プラン」

という。）を策定し、教職員の長時間勤務の是正に向けて、４つの施策を

柱とし、18 の取組を実施してきました。取組の結果、教職員の時間外勤

務の状況は改善傾向にありますが、前プランの目標は達成できず依然と

して長時間勤務の教職員が多い状況にあります。 

また計画期間の満了を迎える令和６年度中に、教職員へのアンケート

を実施し５年間での働き方改革の進捗・成果等の効果検証を行いました。

その結果、教職員の働き方改革に対する意識醸成や実感についても十分

に進んでいないことがわかりました。 

新たなプランにおいては、これまでの取組を継承しつつ、アンケート

結果や社会状況の変化に対応した取組の改善・充実を図ります。 

 

２．目的 

 未来を担うこどもたちの豊かな学びと成長には、質の高い学校教育を

行っていることが必要です。そのためには、教員が児童・生徒に向き合

う時間を確保するなど、本来担う役割に集中し、誇りとやりがいをもっ

て働くことができる環境整備を推進していかなければなりません。 

区教育委員会は、未来を担うこどもたちのために、保護者や地域の理

解と協力を得ながら、持続可能な学校教育の実現に向けて教職員が健康

で毎日充実して働き続けることができることを目的として、学校におけ

る働き方改革に一層取り組んでいきます。 

 

3．働き方改革のめざす姿 

 

 

 

 

 

児童・生徒に向き合う時間を確保するなど

教員が本来担う役割に集中し、誇りとやり

がいをもって働くことができる魅力的な環

境づくりを進めます 
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4．プランの位置付け

本プランは、『おおた教育ビジョン』（第４期大田区教育振興基本計画）

にひもづく個別計画として位置付け、『おおた教育ビジョン』の『個別目

標４ 学校力・教師力を向上させます』の『施策（３）学校における働

き方改革等による教育職の魅力の向上』等を具体化するプランとします。 

あわせて公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法等の一部を改正する法律、文部科学省の教師を取り巻く環境整備推

進本部から令和6年8月に発出された『教師を取り巻く環境整備 総合推

進パッケージ』及び東京都教育委員会が策定する『学校における働き方

改革の推進に向けた実行プログラム』(令和6年３月策定)に準拠したプラ

ンとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 本プランは SDGｓの 17 のゴールのうち特に「３ すべての人に健康と福

祉を」「４ 質の高い教育をみんなに」「８ 働きがいも経済成長も」と関

連します。 

 

 

 

 

大田区基本計画 

おおた教育ビジョン（第４期） 
個別目標 4「学校力・教師力を向上させます」 

〈文部科学省〉 
教師を取り巻く環境整備 

総合推進パッケージ 

〈東京都〉 
学校における働き方改革の推進 

に向けた実行プログラム 

大田区立学校における働き方改革推進プラン 

（第 2次） 

公立の義務教育諸学校等の 
教育職員の給与等に関する特別措置

法等の一部を改正する法律 

大田区教育大綱 

大田区基本構想 
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5．取組期間 

 令和 7 年度から令和 10 年度までの 4 年間とします。 

ただし、国の制度改正や社会状況の著しい変化があった場合は、必要

に応じて見直しを行います。  

6．取組等の検証方法 
本プランについて、区教育委員会が主体となり PDCA サイクルによって毎年

進捗を確認します。在校時間数の把握と連動して全教職員に向けたアンケート

を行うほか、「学校における働き方改革庁内検討委員会」「学校における働き方

改革作業部会」などの既存の会議を活用してヒアリングを実施するなど、学校

の負担とならないよう配慮しながら、取組の効果を確認します。 

 取組をまとめ、取組状況を保護者や地域に公表するとともに総合教育会議に

おいて報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•教職員へアンケート

•HPの公表

•総合教育会議へ報告

• プラン見直し

• 施策・取組の見
直し

• 推進する施策

（５本柱）

• 働き方改革推進
プラン

• 予算化

Plan

計画

Do

実行

Check

評価

Action

改善
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第 2 章 これまでの取組 

１. 前プランの概要 
（１） 策定時期及び計画期間 

令和 2 年 3 月策定 令和 2 年度から令和６年度までの５年間 

（２）働き方改革のめざす姿 

 

  すべての教員が、子どもたち一人ひとりに寄り添い、子どもたちの未来を 

  創る力を育み、意欲を引き出す教育を実践しています 

 

（３） 目標 

１か月の時間外在校等時間 45 時間 

１年間の時間外在校等時間 360 時間を超える教員をゼロにします。 

※児童・生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合を除く 

 

２. 前プランの具体的な取組内容と取組結果 
 学校における働き方改革を着実に推進するため、区教育委員会と学校がそれ

ぞれ主体者として連携し、家庭や地域の理解と協力のもと下記の４つの施策を

柱とし、18 の具体的な取組を実行しました。具体的な取組と取組経過・結果及

び本プランにおける取組の考え方は、以下の表のとおりです。 

 

◆施策１ 在校時間の客観的な把握と働き方改革への意識付け 

具体的な取組 取組経過・結果 本プラン 

①校務支援システムの出退

勤機能による在校時間の把

握 

令和元年９月より校務支援システム

の出退勤機能により出退勤時間の記

録を開始し、働き方改革庁内検討委

員会等及び校長会やホームページで

時間外在校等時間の状況を報告し

た。 

継続 

②規則等による教員の在校

等時間の上限等に関する方

針の制定及び運用 

令和２年４月１日より大田区立学校

の管理運営に関する規則第 21 条の 3

（教育職員等の業務量の適切な管

理）で時間外在校等時間を 1 か月 45

時間、1 年 360 時間の範囲内とする

基準を定めた。 

掲載終了 
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③教員一人ひとりへの意識付
け 

校長会、職員会などで在校等時間の
縮減について周知するとともに、時
間外在校等時間が月 80 時間を超える
教員に対して、時間外勤務時間通知
を発送し産業医による面接指導を実
施した。さらに令和７年１月から出
張・休暇等も把握できる勤怠管理シ
ステムを導入し、より正確な勤務状
況をシステム上で管理することとし
た。 

継続 

 

◆施策２ 教員業務の明確化と最適化 

具体的な取組 取組経過・結果 本プラン 

①教員業務の明確化と最

適化に向けた検討 

学校徴収金は副校長アシスタント・

学校事務補助員の担当、出勤簿管理

は副校長アシスタントの担当など一

部の業務については作業分担の明確

化・見直しを進めた。また学校施設

開放事業における学校負担の軽減に

向けた貸出方法の見直しを検討し

た。 

推進 

②電話機への自動応答機

能導入  

令和元年 10 月より全小中学校の電話

機へ自動応答機能を導入した。 

さらに自動応答機能設定時間につい

て各校で周知し保護者・地域に理解

されている。 

継続 

③部活動の適切な実施 部活動における専門性の確保及び教

員の業務負担軽減を図るため、大田

区における「部活動の地域連携・地

域移行」のあり方を検討するため、

モデル事業（ハイブリッド型、合同

部活動）を実施した。 

推進 

④ICT 環境の整備 校務系・学習系システム間のファイ

ル連携機能追加、全中学校に採点支

援システムの導入、校務端末でのイ

ンターネット閲覧やメール・ＣＭＳ

機能の利用、おおた ICT 教育センタ

ーを設置し教科用資料の学校間共有

環境の構築、校務持ち帰り端末の配

備、ネットワーク環境の増強など、

学校の ICT 環境を整備した。 

推進 
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⑤各種調査・会議の見直

し 

学校への調査の精選・簡素化を進め

ているが、未だ不十分である。コロ

ナ禍以降オンライン会議の導入に伴

い対面会議の削減など会議形態の見

直しを推進した。 

継続 

⑥学校徴収金事務に 

関する調査・研究 

令和５年度に学校徴収金の滞納者に

対して児童手当からの振替を開始し

た。 

令和 6 年度に教材費の無償化、徴収

金会計システム、公会計など、徴収

金事務に関する先駆事例のある自治

体に導入の経緯やコスト、体制、課

題などをヒアリングした。さらに徴

収金業務全体を確認するチェックリ

ストを作成し学校へ配布した。ま

た、「学校徴収金等取扱要綱」及び

「学校における『徴収金等』に係わ

る取扱細目」の改定を行った。 

推進 

 

◆施策３ 学校を支える体制づくり 

具体的な取組 取組経過・結果 本プラン 

①教員の業務軽減につなが

る専門スタッフの配置 

専門スタッフの役割の検証を進め、 

教員支援員の全校配置、部活動指導

員の中学校全校配置、学校特別支援

員の小学校全校配置、おおたみらい

ティーチャーの配置、特別支援学級

介添員の増員など、質の高い学校教

育の維持に寄与し、教員の負担軽減

につながる人的支援を拡充した。 

 

推進 

 

②スクールカウンセラー 

（SC）、スクールソーシャ

ルワーカー（SSW）による

支援の充実 

教員だけでは解決が難しい、いじ

め、不登校対応や養育上困難な家庭

の早期発見、改善のため SC、SSW

を配置し教員への支援を充実した。 

 

継続 

③スクールロイヤー 

（弁護士）の配置 

令和２年度より区教育委員会に配置

し法的見地に基づいた問題整理、助

言を行う支援体制を構築した。 

継続 
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④学校支援地域本部事業の

推進 

全校に設置している学校支援地域本

部（コミュニティ・スクールでは地

域学校協働本部）は、学校の教育活

動充実のために地域・保護者の参画

による登下校見守り、環境整備など

学校運営を支援した。教育委員会

は、活動の核となる地域コーディネ

ーターのスキルアップのための研

修・交流等を実施した。 

推進 

⑤家庭・地域とともに進め

る取組 

自動応答機能の設定時間、夏季休暇

等取得推進日における対応内容につ

いて保護者や地域に対して理解、連

携や協力をいただく取組を進めてき

た。 

推進 

◆施策４ 教員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づ

くり 

具体的な取組 取組経過・結果 本プラン 

① 研修の整理・改善 オンライン研修の活用、研修開催時

期や勤務時間内での日程・休憩時間

の配慮などの改善を実施した。 

 

継続 

②定時退勤日の推進、夏季

休暇等取得推進日の設定 

各学校で夕会の縮減や定時退勤日の

設定をしたほか、区教育委員会は夏

季休暇等取得推進日を２週間程度設

定した。 

継続 

③安全衛生管理体制の充実

（メンタルヘルス） 

50 人以上の教職員が従事する学校

に学校安全衛生委員会を設置すると

ともに（令和 6 年度は 24 校）、全学

校を対象とした学校教職員安全衛生

委員会を設置し、労働安全衛生管理

体制を統一的に整備した。併せて長

時間労働者面接指導、メンタル面

接、職場巡視など、安全衛生管理体

制を拡充し推進した。 

推進 

④国・東京都への働きかけ 東京都へ事務軽減につながる教職員

人事給与システムの改善などを要望

するとともに東京都の意見を聞きな

がら働き方改革を推進した。 

継続 
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第 3 章 教職員の勤務の実態 

１．教職員の時間外在校等時間の状況 
  ※令和元年度は令和元年 9 月から令和 2 年 3 月の平均時間、令和 6 年度は４月から 10 月までの平均時間 

（１）45 時間未満の割合及び小・中学校別時間外在校等時間の平均 

 

（２）時間外在校等時間が 45 時間未満の教員の割合（職種別） 

 

（３） 傾向・分析 

 令和元年度から令和 5 年度まで、教職員全体の時間外在校等時間は減少傾向

で、月ごとの時間外在校等時間が 45 時間未満の教職員の割合は増加傾向でし

たが、令和 6 年度は前年度から横ばいとなっています。また副校長は依然とし

て時間外在校等時間 45 時間未満の割合が相対的に低くなっています。令和７

小校長 中校長 小副校長 中副校長 小教員 中教員

R4 64.0% 77.3% 33.8% 36.0% 64.9% 57.6%

R5 71.4% 79.3% 43.7% 43.1% 69.9% 59.6%

R6 65.6% 74.2% 44.0% 44.5% 66.2% 60.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
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年１月より新たな勤怠管理システムの導入で、時差勤務等の勤務形態、休日勤

務・出張、休暇状況などを踏まえた、正確な在校等時間の把握したうえで、時

間外在校等時間の削減について分析し、多角的かつ継続的にアプローチをして

まいります。 

 

２．教職員アンケートの実施結果 
 教職員の働き方改革への意識の変化やさらなる働き方改革の施策へのニーズ

を把握し、今後の施策構築の参考にする目的で、アンケートを実施しました。 

（１）アンケートの概要 

  対象者：都費全教職員 

  実施期間：令和６年９月３日から令和６年９月 30 日まで 

  実施方法：google フォーム 

  回答者数：1,275 名 

（２）アンケートの回答結果及び分析 

◆働き方改革への意識や実感について 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈１〉と〈２〉の回答結果を見てみると、教員の働き方や在校時間に対する意

識が向上したと回答した教職員の割合は、『非常に進んだ』『やや進んだ』を合

わせて 44％、働き方の変化を実感したと回答した教職員の割合は、『非常に進

んだ』『やや進んだ』を合わせて 34％となりました。前プランが策定された令

和２年度から５年間で少しずつ働き方改革に対する意識が醸成されてきたこと

が分かります。しかし依然として半数以上の方が働き方改革を実感しておらず、

本プランの４年間で働き方改革へのさらなる意識醸成を加速させることが必要

です。 

〈１〉(令和2年度に比べて）教員一人ひとりの働き方や在校時間に対する意識は向上した実感はありますか

 

〈２〉あなたの働き方が変化した実感はありますか。

5% 29% 31% 23% 12%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない まったく進んでいない

 

〈１〉（令和２年度に比べて）教員一人ひとりの働き方や在校時間に対する意識は向上した実感はありますか。

8% 26% 30% 17% 10%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない まったく進んでいない
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◆前プランで実施した各施策について 

〈３〉会計年度任用職員・業務委託・報償費等により、副校長アシスタントや

部活動指導員、読書学習司書、学校特別支援員等の専門スタッフ（スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー含む）が様々配置されたことに

より、（令和２年度に比べて）教職員の業務軽減が進み、支援は充実された

実感はありますか。 

 

 

 

〈４〉学校徴収金事務を支援するスタッフ（副校長アシスタント・学校事務補

助員）の配置、滞納金処理（児童手当から振替）の制度化、給食費無償化が進

んだことにより、（令和２年度に比べて）学校徴収金事務は効率的かつ円滑な

徴収・管理となった実感はありますか。 

 
 

〈５〉（令和２年度に比べて）各種調査や会議の精選、会議の時期・時間・形

態（オンライン会議化含む）等の見直しは進んだ実感はありますか。 

 

 

〈６〉（令和２年度に比べて）校内における ICT 環境（校務・学習）の整備が

進み、校務事務や授業準備作業等の効率化や軽減化は進んだ実感はありますか。 

11% 41% 27% 14% 7%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない

13% 39% 28% 13% 7%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない

6% 35% 27% 20% 12%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない

7% 33% 30% 20% 9%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない
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〈７〉（令和２年度に比べて）登下校に関する対応、放課後から夜間の見回り、 

補導時の対応、学校徴収金事務、地域ボランティアとの連絡調整など「学校・

教員が担う業務に係る３分類」（文科省）に基づく役割分担の適正化は進んで

いる実感はありますか。 

 
 

 

〈８〉地域教育連絡協議会や学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の整

備が進むことで、（令和２年度に比べて）学校と地域住民等が力を合わせ、こ

どもたちのより良い環境づくりに取り組む「地域とともにある学校」は進んだ

実感はありますか。 

 
 

 

〈９〉登下校見守り活動等の家庭・地域とともに進める取り組みが推進される

等、（令和２年度に比べて）教職員の働き方改革に対する理解は家庭・地域に

広がった実感はありますか。 

 
 

〈10〉健康診断、ストレスチェック、長時間労働者面接、アウトリーチ型相談

事業、安全衛生委員会の取り組みが拡充される中、（令和２年度に比べて）安

全管理体制は充実しましたか。 

5% 28% 33% 24% 11%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない

4% 24% 44% 21% 6%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない

3% 25% 40% 22% 11%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない

3% 22% 46% 18% 10%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない
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〈11〉（令和２年度に比べて）負担の少ない時期や場所が設定されるなど、研

修の整理や改善は進んだ実感はありますか。 

 

 

 

〈12〉（令和２年度に比べて）部活動指導員の配置をはじめとした、部活動に 

おける教職員負担の適正化は推進されている実感はありますか。 

 
 

 

前プランで実施してきた施策の中で、〈3〉会計年度任用職員等の活用による

教職員の業務軽減、〈4〉学校徴収金事務の効率化・円滑化、〈5〉各種調査や会

議の簡素化・効率化、〈6〉ICT 環境整備による事務や授業準備作業等の効率化

の 4 つに関しては、『非常に進んだ』『やや進んだ』と回答した教職員の割合は

40％～52％となりました。 

教職員の抱える業務量の多さや人手不足が深刻化する中で、区費会計年度任

用職員の配置などの人的支援と ICT 環境整備等による業務の効率化・軽減化に

関わる施策は、一定の効果が得られました。 

一方で、〈7〉学校・教員が担う業務の３分類の適正化、〈8〉地域教育連絡協

議会や学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の整備による家庭や地域が

学校の運営を応援する取組の充実、〈9〉教職員の働き方改革への家庭・地域の

理解、〈10〉安全衛生体制の充実、〈11〉研修の整備・改善、〈12〉部活動指導

員等を活用した教職員負担の適正化の 6 つに関して、『非常に進んだ』『やや進

んだ』と回答した教職員の割合は 21％～33％にとどまり、本プランにおいても

引き続き取り組んでいかなければなりません。 

 

 

3% 18% 41% 24% 13%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない

3% 18% 54% 15% 10%

非常に進んだ やや進んだ どちらとも言えない あまり進んでいない 全く進んでいない
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◆さらなる働き方改革で推進すべき施策についての設問 

 

 

〈13〉働き方改革を進めるために、今後どのような取り組みを推進することが

特に有効だと思いますか。(3 つまで選択可) 

 

① 事務・校務の削減・廃止やアウトソーシング化      54％（６９０件） 

② 学校行事の統廃合や規模・時間の縮減          33％（４１５件） 

③ 保護者対応（苦情等）への法的支援         28％（３５８件） 

④ 教職員の働き方改革に対する保護者・地域の理解   26％（３３０件） 

⑤ 職務遂行に必要な知識・スキルの研鑽（研修など）  20％（２６４件） 

⑥ テレワークや時差勤務等の柔軟な働き方の普及    19％（２４１件） 

⑦ オンライン会議の促進・時間外の会議の廃止     19％（２４０件） 

⑧ 仕事と生活の両立支援(育児・介護休暇等取得の推進) 18％（２２６件） 

⑨ 学校・教師が担うべき業務の精査（３分類１４項目） 15％（１９７件） 

⑩ 部活動の地域連携・地域移行の促進         14％（１８０件） 

⑪ 区の会計年度任用職員などの多様な人材の配置・活用 13％（１７０件） 

⑫ 管理職のマネジメントの向上            12％（１５０件） 

⑬ オフィス（教員室・休憩室）整備            8％（１０４件） 

⑭ 事務・校務の ICT 環境の整備             6％（   ７９件） 

 

 

 

〈14〉上記以外で学校の働き方を改善させる方法・考えがあれば教えてくださ

い。（自由意見） ※上位意見のみを抜粋 

★正規教職員の人員増、★授業時数の軽減、★教科担任制（小学校）、 

★午前中での 5 時間授業の採用、★職務分担・負担の平準化、 

★スクラップ＆ビルドの考え方、★休憩時間の確保 

 

 

 

教職員が働き方改革で推進すべきと感じている施策の上位は 

①事務・校務の削減・廃止やアウトソーシング化、②学校行事の統廃合や規

模・時間の縮減、③保護者対応（苦情等）への法的支援 

となりました。 
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①   人員補充がない中、校務事務が増加しているのに改善されない 10%（132件）

②   時間外在校等しているのに残業代が支給されない(教員のみ選択可) 9%（113件）

③   住民や保護者などから苦情やクレームを受けることが多いため 5% （60件）

④   上司や同僚との考え方の違いなど人間関係に課題があるため　） 4% （51件）

⑤   昇給・昇任しないなど勤務評価が自己採点と乖離があるため 3% （37件）

⑥   オフィス（教員室・休憩室等）環境が改善されないため 3% （32件）

⑦   授業や校務運営など仕事の成果が認められないため 3% （31件）

⑧   自分の意見や提案が反映されないため 2% （25件）

⑨   児童・生徒に感謝されないため 1% （11件）

⑩   新規事業PTや経験できない業務等にチャレンジや選抜できない 1% （8件）

◆仕事のやりがいについて 
 

 

 

〈１７〉仕事でやりがいを感じないときはどんなときですか。 

（３つまで選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈１６〉仕事でやりがいを感じるときはどんなときですか。

（３つまで選択可）

①   児童・生徒が成長したと感じるとき 58%（745件）

②   児童・生徒が授業や行事で喜んでくれたとき 40%（520件）

③   児童・生徒・保護者や上司などに感謝されたとき（表彰含む） 37%（466件）

④   児童・生徒に教育活動（授業・行事等）を行っているとき 24%（303件）

⑤   夏休み、冬休み、春休みなど長期休暇が取得できたとき 15%（197件）

⑥   新たな取組や経験できない業務等にチャレンジし、達成できたとき 12%（157件）

⑦   自分の意見や提案が反映されたとき 10%（125件）

⑧   昇給・昇進したり勤務評価が良かったりしたとき 8%（108件）

⑨   研究授業などで仕事の成果が認められたとき 7% （89件）

⑩   他団体や民間企業などと連携した取組をするとき 1% （15件）
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仕事に対するやりがいについて 75％の教職員が「そう思う」「ややそう思う」

と回答しました。一方で「あまり思わない」「まったくやりがいを感じない」

と回答した教職員は 11％で、非常に多くの教員がやりがいを感じています。 

やりがいを感じる理由は児童・生徒に向けられているものが上位をしめてお

り、やりがいを感じない理由は、人員不足・校務事務の増加から派生するもの

が上位を占めています。 

人員不足の中で校務事務の増加に伴い、児童・生徒と向き合う時間が減少し

てしまえば、やりがいを感じなくなっていく教職員の割合が増加し、教育の質

が低下しかねません。そのため、教職員がやりがいをもって働くことができる

魅力的な環境づくりを進めていく必要があります。 

 

◆業務の精選の検討について 

 

〈１８〉区の事業で廃止・縮減等を検討するべきと思う事業があれば教えて 

ください。（自由意見） ※意見が多かったものを抜粋 

1 小学生駅伝大会 

2 漢字検定 

3 各小・中学校連合行事 

4 区独自教科「おおたの未来づくり」 

5 夏のわくわくスクール 

6 授業改善セミナー 

7 ものづくり教育・学習フォーラム 

8 中学校陸上選手権大会 

9 全国学力・学習状況調査 

10 大田区学習効果測定 

11 夏季水泳 

 

 
事前の打ち合わせや準備、作業が多い区の事業や行事について廃止・縮減等

を検討するべきとの意見が多い傾向です。 
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3． 学校における働き方改革に関する主な動向 
〇国（文部科学省、文化庁、スポーツ庁、中央教育審議会）の動き 
平成 29 年 6 月 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構

築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策につい
て」を文部科学大臣が中央教育審議会へ諮問 

平成 29 年 12 月 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構
築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策につい
て（中間まとめ）」を中央教育審議会が公表 

平成 30 年 3 月 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」をスポー
ツ庁が策定 

平成 30 年 12 月 「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を文化庁
が策定 

平成 31 年 1 月 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構
築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策につい
て（答申）」を中央教育審議会が公表 
※本答申で「これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在
り方に関する考え方」が提示 

「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を文
部科学省が策定 

平成 31 年 3 月 文部科学事務次官「学校における働き方改革に関する取組の徹底
について」通知に伴い、文部科学大臣が関係府省・関係団体、保
護者・地域、教育委員会・学校の教職員に向けたメッセージを公
表 

令和 2 年 1 月 「『公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服
務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図る
ために講ずべき措置に関する指針』の告示等について」を文部科
学省が通知 

令和 ３年 ３月 「全国の学校における働き方改革事例集」公表 

令和 ４年 ２月 （改訂版）「全国の学校における働き方改革事例集」公表 

令和 ４年 ３月 「令和３年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組
状況調査結果等に係る留意事項について」（通知） 
→留意事項として取り組むべき７項目（①勤務時間管理の徹底
等、取組状況の公表、③学校及び教師が担う業務の役割分担・適
正化、④学校行事の精選や見直し、⑤ＩＣＴを活用した校務効率
化、⑥教育業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の配
置・活用、⑦部活動）を提示 

令和 ４年 ６月 「運動部活動の地域移行に関する検討会議提言」公表。 

令和 ４年 12 月 「質の高い教師の確保のための教職の魅力向上に向けた環境の在

り方等に関する調査研究会」発足→給与面、公務員法制・労働法

制面の在り方や学校における働き方改革に係る取組状況や学校・

教師の役割、学校組織体制の在り方等について、論点整理を行う

ため、有識者による検討の開始 
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令和 ４年 12 月 「令和４年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組

状況調査結果」公表 

令和 ４年 12 月 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合

的なガイドライン」策定 

→平成30 年に策定された「運動部活動の在り方に関する総合的な

ガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイ

ドライン」を統合した上で全面的に改定され、学校部活動の適正

な運営や効率的・効果的な活動の在り方とともに、新たな地域ク

ラブ活動を整備するために必要な対応について、文部科学省が考

え方を提示 

令和 ５年 ２月 「令和４年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組

状況調査結果等を踏まえた『令和３年度教育委員会における学校

の働き方改革のための取組状況調査結果等に係る留意事項につい

て（通知）』の補足事項について」(通知) 

令和 5 年 9 月 「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策

（提言）」（令和５年８月28日中央教育審議会初等中等教育分科会

質の高い教師の確保特別部会）を踏まえた取組の徹底等について

（通知） 

令和 5 年 12 月 「令和５年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組

状況調査結果等に係る留意事項について」（通知） 

令和 6 年 3 月 「文部科学省が行う学校宛ての定期的な調査の見直しに係る年間

調査計画書等の送付と教育委員会等が実施する調査の精選等につ

いて」（事務連絡） 

令和 6 年 8 月 「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境

整備に関する総合的な方策について（答申）」を中央教育審議会が公

表 

令和 6 年 8 月 関係局課が連携・協力して教師を取り巻く環境整備をさらに推進

するため、文部科学大臣を本部長とする「教師を取り巻く環境整

備推進本部」を設置し「教師を取り巻く環境整備 総合推進パッケ

ージ」を取りまとめた。 

令和 7 年 2 月 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

等の一部を改正する法律案を第217回国会に提出 
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〇東京都の動き 

 

平成 30 年 2 月 「学校における働き方改革推進プラン」策定 

平成 30 年 4 月 「運動部活動の在り方に関する方針」策定 

平成 31 年 3 月 「文化部活動の在り方に関する方針」策定 

令和元年 5 月 教員の働き方改革に理解・協力を求める、教員及び保護者・地域向け

のメッセージを公表 

令和 ２年 １月 「学校における働き方改革の成果と今後の展開（令和元年度版）」公表

→教員の勤務実態把握や経年比較の指標として、「週当たりの在校時

間」から「月当たりの時間外労働」に変更。 

令和 ３年 ２月 「令和２年度の学校における働き方改革について」公表 

令和 ４年 ２月 「令和３年度の学校における働き方改革について」公表 

令和 ５年 １月 「教員確保策充実の方向性」提示 

→教員採用選考試験の一部を大学３年次に受験可能とすることや、社

会人特例選考の年齢要件の緩和、外部人材の活用など教員確保策充実

のための方向性が提示。 

令和 ５年 11 月 「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」中間のま

とめで「健康的な職場環境の実現に取り組むことを宣言」。 

令和 6 年 2 月 「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」を策定 

○大田区の動き 

平成 30 年 5 月 運動部活動における適切な休養日等の設定や活動時間を定める「大田

区立中学校に係る運動部活動の方針」策定 

令和元年 6 月 文化部活動における適切な休養日等の設定や活動時間を定める「大田

区立中学校に係る文化部活動の方針」策定 

令和２年３月 「大田区立学校における働き方改革推進プラン」策定 

令和 4 年 3 月 「令和 3 年度取組報告書」公表 

令和 5 年 3 月 「令和 4 年度取組報告書」公表 

令和 6 年 3 月 「令和 5 年度取組報告書」公表 

令和 7 年 月 「令和 6 年度取組報告書」公表 

令和 7 年 月 大田区立学校における働き方改革推進プラン（第２次）を策定し公表 
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第 4 章 これからの取組 

1．成果指標・目標値 

働き方改革の推進に当たっては、教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を

確保するための措置、そして教員がその成果を実感できていることが重要であ

ることから、以下の表のとおり時間外在校等時間の削減に加え、ストレスチェ

ックの活用、休暇取得の推進、働き方改革の推進状況のアンケートの指数の反

映など、４つの切り口から、7 つの成果指標及び目標値を設定し、目標の達成

をめざして取り組んでいきます。 

成果指標・目標値 
現状 

(令和 6 年度） 

目標 

(令和 10 年度） 

時間外在校等時間 

・1か月の時間外在校等時間が45

時間未満の教職員の割合 
68％ 100％ 

・1 年間の時間外在校等時間が

360 時間未満の教職員の割合 
50％ 100％ 

仕事の負担感 
・ストレスチェック※健康リスク

『仕事の負担』の値（全学校平均） 
104 100 

※「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析すること
で、労働者のストレス状態を調べる検査。 労働安全衛生法において、労働者が 50 人以上いる事業所
で実施が義務付けられて全校で実施。「健康リスク」は、全国平均（全国 2.5 万人の労働者の調査デー
タから算出された基準値）を 100 より低い値がよい傾向。大田区は「仕事の負担」を指標とする。 
 

ワーク・ライフ・ 

バランス 

・年次有給休暇取得日数 16.5 日 20 日 

・男性教員の育児休業取得率 27.4% 50％ 

教職員の働き方改革の

実感 

★教職員アンケートよ

り 

・〈1〉「教員一人ひとりの働き方

や在校時間に対する意識は向上し

た実感はありますか」の設問に対

し（非常に進んだ）（やや進ん

だ）と回答した教職員の割合 

44％ 80％ 

・〈2〉「あなたの働き方が変化し

た実感はありますか」の設問に対

し（非常に進んだ）（やや進ん

だ）と回答した教職員の割合 

34％ 80％ 

・〈15〉「仕事に対するやりがい

があるとかんじていますか？」の

設問に対し（そう思う）と回答し

た教職員の割合 

33％ 80％ 



 

 

20 

2．取組の方向性 
学校を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校・教員の役割が肥大化する中、

学校・教員が担うべき業務を精査した上で、外部人材や地域等との役割分担、
DX の推進等を進めることにより、業務の負担軽減や効率化等を一層図ってい
く必要があります。 
 また、教員が意欲をもって働き続けるためには、相談しやすい職場づくりな
ど、働く環境の改善も重要です。さらに、教員一人ひとりが意識を変え、新し
い時代にマッチした職場風土を作っていくことや、保護者や地域の方々の理
解・協力も必要です。 

そこで本プランが掲げる働き方改革のめざす姿の実現に向けて、以下の５つ
を施策の柱とし、学校における働き方改革の推進に向けた総合的な対策を講じ
ていくこととします。 

 

大田区立学校における働き方改革推進プラン（第 2 次） 

体系図 

令和 7 年度～令和 10 年度 

番号 施策  具体的な取組 

Ⅰ 学校・教員が担うべき 

業務の見直し 

1 学校・教員の業務分担の検証 

2 学校徴収金及び公会計のあり方の検討 

Ⅱ 外部人材の活用・家庭

や地域等との協働 

1 外部人材の配置の拡充・民間事業者と

の連携の推進 

2 部活動改革の推進 

 

3 学校・保護者・地域が連携するコミュ

二ティ・スクール等の推進 

Ⅲ 学校・教員業務の改善 

 

1 学習指導業務の改善 

2 教員が分担する校務事務の改善 

3 業務の負担軽減や効率化を目的とした

DX の推進 

Ⅳ 教職員が働きやすい環

境づくり 

１ 教職員が働きやすい環境づくり 

 

Ⅴ 教職員の意識改革と保

護者・地域への理解促

進 

 

1 教員一人ひとりの意識改革 

 

2 保護者・地域への理解促進の取組の強

化  
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教員や学校職員が担っている業務や所掌している職務が適切かどうか（代替

不可能性、効率性、公平性、明確性等を保持しているか）や、学校内の業務執

行（学校徴収金等）のあり方に関する検証を進め、各業務の担い手・範囲・行

い方等の見直しに取り組みます。 

  
Ⅰ-1 学校・教員の業務分担の検証 
〈現状・課題〉 

登下校に関する対応や、学校徴収金の徴収・管理、校内清掃など、広範な業務
を担う「日本型学校教育」が、長時間勤務や負担と指摘した、「これまで学校・教
師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方」が平成 31 年 1 月示され、
再度令和 5 年 8 月に、「学校・教師が担う業務に係る３分類」の取組の徹底を含め
「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）」が示され
ました。 

区教育委員会も様々な施策を推進してきましたが、現在も教員が本来の指導業
務以外を分担している現状で、各業務の範囲、担当、実施方法が課題です。 

事業 取組内容 

1「学校・教師が担う業務に係る３分

類」に関する検証 

大田区の学校・教員が負担している業務
が、下記 3 項目を参考に状況を把握し学
校外業務、担う必要のない業務及び負担
軽減可能業務かを検証します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 教職員等の校務分担及び処務分担の

検討 

教員の校務分担や各職の処務分担の基準
について検討します。 

3 外部コンサルタントを活用した業務

改革支援 

東京都の制度を活用した外部コンサルタ
ントをモデル校に派遣し、学校及び教員
が担うべき業務の精査、改善策の提案・
実施、効果検証等を伴走型で支援すると
ともに、成果や好事例の横展開を図りま
す。 

 

学校・教員が担うべき業務の見直し 

 

施策Ⅰ 

参考 
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Ⅰ-2 学校徴収金及び公会計のあり方の検討 
〈現状・課題〉 

学校徴収金は「学校・教師が担う業務に係る 3 分類」で基本的には学校以外

が担う業務とされています。しかし現状においても教職員が徴収業務、会計処

理や支払い催告を負担している現状です。教職員の業務負担軽減及び学校徴収

金の適正管理に向けた徴収金の範囲、事務担当、実施方法のあり方の検討が課

題です。 

事業 取組内容 

1 学校徴収金のあり方の研究と推

進 

 

教職員が負担している学校徴収金の徴

収・管理事務について、教職員の業務負

担軽減のため、学校徴収金の適切なあり

方を研究し推進します。 

2 学校徴収金の滞納整理事務の検

討と推進 

 

教職員が負担している学校徴収金の滞納

整理事務軽減のため、児童手当からの徴

収のほか滞納者を発生させないシステム

を検討し推進します。 

3 学校給食費の公会計化の検討 国の給食費無償化の動向を踏まえ給食会

計の透明性の確保と効率的な事務処理に

向けて給食費の公会計化について検討し

ます。 

年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 

取組 1 
        

取組 2 
        

取組 3     

学校徴収金のあり方の研究と推進 

学校徴収金の滞納整理事務の検討と推進 

学校給食費の公会計化の検討 
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（施策Ⅰを踏まえ）外部人材（会計年度任用職員等）の適正配置や業務委託等

のアウトソーシング、民間事業者・地域・家庭との連携の推進により、教員が

担っている業務の外部化や外部との協働を進めることで、学校を支える体制や

仕組みの充実に取り組みます。 

 

Ⅱ-1 外部人材の配置の拡充・民間事業者との連携の推進 
〈現状・課題〉 

学校や教員が抱える課題が複雑化・多様化しており、教員の専門性だけでは
対応が困難な状況にあることや、教員の産休・育休などを代替する教員の確保
ができず、厳しい勤務環境となっている状況下において、質の高い教育を実現

するためには、事務スタッフに加え民間事業者等外部人材の活用が必要不可欠
です。 

学校に配置するスタッフが増加傾向にある中、人材の持続的な確保や質の担
保、服務事故等の防止、人事・労務管理業務の増加が課題です。 

教員が安心して働ける学校づくりや質の高い教育環境の確保のため、スタッ
フの役割に関する検証を引き続き行い、量及び内容ともにより効果的かつ効率
的な人的支援（アウトソーシング等含む）となるような検討が必要です。 

 

事業 取組内容 

1 学校を支える事務スタッフ等の適
正配置の実施 

教員の負担軽減に資する副校長アシスタン
ト・教員支援員を全校配置するとともに更な
る支援が必要な職について業務量等を勘案し
ながら効率的なスタッフ配置を実施します。 

2 教員の区独自採用 
 

教員の産休・育休などに対する代替教員の確
保が困難な状況を改善するため区費会計年度
任用職員を区独自に採用します。 

3 民間事業者等と連携・協働した取
組（アウトソーシング等）の検討・
実施 

学校や教員が担う必要のない業務について、
民間事業者等を活用し、業務をアウトソーシ
ングする等の効果的・効率的な対応策を検
討、実施します。 

 

年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

取組1

取組2

取組3 効果的な対応策の検討・実施

効果検証を踏まえた配置検討
継続配置・
効果検証

スタッフの検証・見直し・適正化

外部人材の活用・家庭や地域等との協働 施策Ⅱ 
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専門スタッフ 職務内容

1 副校長アシスタント 副校長の業務を支援
2 学校事務補助員 都事務職員の補助
3 読書学習司書 司書教諭の補助、支援等
4 教員支援員 教材・資料の印刷等で教員を支援
5 学校栄養士 都費栄養士未配置校の栄養業務
6 特別支援学級介添員 特別支援学級における介助
7 学校特別支援員 特別な配慮を要する児童の指導にあたる教員の支援
8 学校特別補助員 特別な配慮を要する児童・生徒の指導にあたる教員の補助
9 理科指導専門員 理科教員への授業力向上の指導、こども科学教室等運営
10 理科支援員 理科授業における観察・実験の補助
11 生活指導支援員 問題行動の未然防止、早期解決を支援
12 生活指導補助員 特別な配慮を要する児童・生徒の指導にあたる教員の早期支援
13 部活動指導員　 部活動指導・運営・管理
14 部活動校外指導員 部活動を担当する教員の補助
15 学校講師 習熟度別少人数指導、正規教員の負担軽減等に伴う学習指導
16 学習補助員 補習時間における学習指導
17 教育相談専門員 管理職への助言、初任者研修対応等
18 学校危機対応支援専門員 関係機関と連携し、問題の早期解決サポート
19 特別支援教育相談員 特別支援分野のアドバイザー
20 つばさ教室指導員 不登校の児童・生徒に対する校外での指導及び支援
21 交通安全指導員 交通安全教育
22 健康診断における保健事務補助 健康診断に関する事務の補助
23 児童誘導員　◎ 朝・夕の登下校時、指定場所における誘導
24 登校支援アドバイザー 区全体の不登校児童・生徒への対応協議
25 登校支援員 不登校児童・生徒のフォロー
26 発達障害支援アドバイザー 発達障害の児童・生徒の指導にあたる教員への助言
27 体育等指導補助員 小学校全学年の体育授業の補助 水泳（体育・夏休み）指導教員の補助

28 臨時付添員（通常学級） 遠足等の校外学習時の教員の補助
29 移動教室補助員 宿泊を伴う校外授業時の引率補助
30 修学旅行付添看護師　◎ 修学旅行に派遣看護師（各1名）を同行させ、養護教諭の負担軽減

31 修学旅行付添者 校外活動における教員の補助
32 スクールカウンセラー（区単独配置） 学校内でいじめ・不登校等の相談対応
33 スクールソーシャルワーカー 家庭環境等に配慮の必要な児童・生徒及び家庭の支援

34 医療的ケア看護師　◎ 医療的ケアを要する児童・生徒への支援
35 日本語指導員　◎ 帰国子女・外国人等で日本語の理解が不十分な児童・生徒に対する日本語指導

36 外国語教育指導員　◎ 外国語教育指導業務
37 グローバルコミュニケーションティーチャー 外国語活動、外国語活動、外国語科及びOGC（おおたグローバルコミュニケーション）の全ての授業や指導

38 おおたみらいティーチャー 教科指導、生活指導、特別活動指導、学級担任の支援及び補助等

39 学びの多様化学校運営員 学びの多様化学校内体験スペースでの児童・生徒への学習・生活指導及び保護者からの相談対応

40 STEAM教育推進専門員（ICT教育
推進専門員から名称変更）

ICT教育（教科「おおたの未来づくり」及び中学校におけるSTEAM教育の授業づくりを含む）の推進に向けた支援及び助言

41 エデュケーション・アシスタント　◎ 小学校第１学年から第３学年の副担任相当業務
教科用システム等運用、ＩＣＴ活用の支援のため、月６回学校を訪問

常設の問い合わせ窓口（ヘルプデスク）設置
校務支援システムの各種機能の活用をサポートするため、原則月２回学校を訪問

常設の問い合わせ窓口（ナビゲートセンター）設置
44 法務専門員 教育委員会及び区立学校における各種法的対応に係る相談・支援等

45 顧問弁護士　◎ 顧問弁護士業務
46 教育地域力推進コーディネーター コミュニティ・スクール、地域学校協働活動、放課後こども教室等の推進に係る学校等への支援

47 地域学校コーディネーター・学校支援コーディネーター 学校からの要望を受け、ボランティアとの連絡調整（地域学校協働活動事業・学校支援地域本部事業）

48 部活動管理運営等業務 部活動指導・運営・管理
◎は委託による配置

【区費】大田区の学校を支える専門スタッフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年４月１日現在

42
ＩＣＴ支援員　◎

43
定期訪問サポート　◎
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Ⅱ-2 部活動改革の推進 
〈現状・課題〉 

中学校における部活動指導は、部活動の顧問を希望しない教員や種目により

指導経験がない教員が、顧問とならざる負えない状況や、部活時間が時間外の

ため長時間勤務の常態化が現状です。教員の負担軽減や、部活の担い手の確保、

部活動指導の専門性の確保などが課題であるとともに地域や学校の実態に応じ

た「部活動の地域連携・地域移行」の推進が求められています。 

事業 取組内容 
① 大田区に合った部活動の地域連

携・地域移行の在り方 
中学校部活動の地域連携・地域移行に関す
る区の方針を定めます。 

② 部活動の地域連携・地域移行（ハ
イブリッド型・合同部活動）の推
進   

民間事業者、部活動指導員等の地域人材の
活用で実態に応じた部活動の地域連携を推
進します。また地域クラブ活動により部活
動を代替する地域移行についても学校と連
携し推進します。 

（１）合同部活動 

 
（２）ハイブリット型地域連携・地域移行の実施 



 

26 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 
Ⅱ-3 学校・保護者・地域が連携するコミュ二ティ・スクール等 

の推進 
〈現状・課題〉 

大田区では、学校とＰＴＡ、地域団体、企業などが力を合わせてこどもたち

のより良い教育環境づくりに取り組み「地域とともにある学校」をめざすため、

令和４年度からコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）（以下、「CS」

という。）を順次導入し令和８年度までに区内全校への導入を計画し推進して

いる現状です。 

CSの導入に当たっては、学校運営協議会と協働体制を組んで地域学校協働活

動を実施する地域学校協働本部の強化が必要で、特にその活動の核となって学

校と地域の人材を結ぶコーディネーターの育成が課題です。 

 

事業 取組内容 

1 地域の特色を生かしたコミュニテ
ィ・スクールの推進 
 

学校の経営方針に基づき学校と地域住民
が力を合わせて学校の運営に取り組みま
す。 

2 地域学校協働活動の推進 
（地域学校コーディネーター・学校支
援コーディネーターの育成等） 

活動の中心となる小・中学校のコーディ
ネーターのスキル向上のため研修・交流
会を実施します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

取組1 CSの充実全小中学校の

半数以上への導入

継続配置・

全小中学校

への導入
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（施策Ⅰを踏まえ）指導業務の改善や校務事務・行事等の精査・縮減、対応方

法や手法の見直し、学校のＤＸ化等の促進により、教員が担っている業務の負

担軽減や効率化を進め、教員がこどもに向き合い、教員が本来の職務に専念で

きる環境づくりに取り組みます。 

 
Ⅲ-1 学習指導業務の改善 
〈現状・課題〉 

 教員が児童・生徒に向き合う時間を確保するためには、授業準備作業を効果

的・効率的に行う必要があります。また、アンケートでは、働き方改革を推進

するために有効な取組として、「学校行事の統廃合や規模・時間の縮減」が上

位となっております。 

このため、教員が児童・生徒と十分に向き合い学習指導を充実できるような

学習指導業務の改善が必要です。 

事業 取組内容 

1ＩＣＴを活用した指導の業務の

改善 

ＩＣＴを活用した効果的な授業事例などを

収集したウェブサイト「おおた ICT 教育セ

ンター」での発信教材・授業事例等の活用

及び ICT 教育推進専門員の助言による大田

区 ICT 環境下での機能を最大限に生かし指

導業務の改善を推進します。 

2 学校行事等の精選や内容の見直

し 

教育課程編成において児童・生徒及び教員

にとって適切かつ効率的な行事等の精選や

実施方法などの指導・助言を検討します。 

3 教員の負担軽減も含めた学校プ

ールのあり方の検討 

学校プールについて、天候に左右されない

計画的なプール授業の実施や熱中症対策を

含めた安全な水泳指導、教職員の負担軽減

など、総合的な教育環境の向上につながる

学校プールのあり方を検討します。 

４小学校教科担任制の推進 教員の負担軽減と教育の質の向上を図るた

め、小学校高学年における教科担任制を一

層推進するため教員を配置します。 

             

学校・教員業務の改善 施策Ⅲ 
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Ⅲ-2 教員が分担する校務事務の改善 
〈現状・課題〉 

校務事務の負担軽減や業務の効率化、学校のみでは解決が困難な事案等へ

の対応などが学校運営上の課題となっています。また、学校施設の地域開放

事業は、利用の拡充が求められる一方で、貸出における学校負担を軽減する

ことが求められています。 

事業 取組内容 

1 職層に応じた校務分掌の適正化

の推進 

校長のリーダーシップのもと、校務分掌

を適材適所に割り振ることにより、主幹

教諭や主任教諭などが、職責を果たしな

がら、効果的・効率的に校務事務を推進

できるようにします。 

２調査等の見直し・縮減 学校への調査等の統合や実施回数の見直

し、教育管理職等を介さず、個人から直

接回答を得るなど調査手法の見直しを推

進します。 

３教育行政に係る法務相談体制の

充実 

児童・生徒の緊急案件、保護者からの要

望などのうち学校のみでは解決が困難で

法的対応が必要な案件については、スク

ールロイヤーとともに対応する体制を確

保・充実します。 

４電話機自動応答機能の運用見直

し 

全小中学校へ導入している電話機自動応

答機能について、導入効果や課題などを

踏まえた上で、設定時間の変更など最適

な運用方法となるよう検討・見直しを行

います。 

５学校施設の包括保守管理の検討 

 

学校施設の施設管理業務について、業務

負担軽減のため民間事業者に包括的に委

託することを検討します。 

６学校施設の地域開放事業の効率

化 

学校の事務負担軽減を図るため学校施設

貸出方法の見直しを検討します。 
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Ⅲ-3 業務の負担軽減や効率化を目的とした DX の推進 

〈現状・課題〉 

区では、これまでも学校における ICT 環境整備を推進してきましたが、校務端

末を教員室から持ち出せないことや、現在の ICT 環境では学習系データと校務系デ

ータの連携が困難なことから、教員が柔軟な働き方を実践できる環境を作っていく

ことが求められています。また、現行の保護者連絡システムは、保護者からの欠席

連絡情報を校務端末へ転記する作業が必要で教員の負担となっています。 

生成 AI の利活用については、文部科学省が「初等中等教育段階における生成 AI

の利活用に関するガイドライン」を策定しており、校務が効率化され教員の働き方

改革につながることが期待される一方で、積極的な利活用を実現するためには情報

セキュリティの確保などに十分留意する必要があることが課題です。今後、国等の

動向を捉えつつ活用のあり方や活用可能性について研究します。 

現状も FAX の利用や、押印・署名の必要な書類が残存し、早急な業務改善が課題

です。 

 

事業 取組内容 

1 校務端末と学習端末の統合 
 

校務端末と学習端末を統合し持ち運び可能な端末

を導入することで、教員室以外でも教員が校務や

授業準備を行える環境を実現します。 

2 文書管理・財務会計システムの

再構築 

 

財務会計事務に関する事案決定の電子化や会計伝

票の電子決済等を導入することで文書事務、会計

事務の負担を軽減します。 

3 保護者連絡機能の充実 
 

新たな保護者連絡機能を導入することで、教員や

保護者の欠席連絡等にかける時間を削減するとと

もに、保護者宛て連絡等をオンラインにて簡易か

つ効率的に行えるようにします。 

4 校務等における生成 AI の利活 

 用 
 

生成AI利活用に関するメリット・デメリットを検

討し、生成 AI 利活用に関するガイドラインを作

成・周知します。 

研修等を通じて教職員の生成AI活用能力を向上さ

せるとともに、民間事業者等と連携し校務等での

生成 AI の利活用を促進します。 
5 ペーパーレス化・押印廃止の推 

進   
FAX の原則廃止や、押印・署名の必要な書類のオ

ンライン化によりペーパーレス化・押印廃止を推

進します。 
年度 令和7年(2025) 令和8年(2026) 令和9年(2027) 令和10年(2028)

取組１

取組２

取組３・５

取組４
意識醸成（ガイドライン等作成、周知）

課題の分析・調査
活用推進

準備・設計・構築 運用

調査・検討 運用

設計 運用・充実
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労働安全衛生管理体制の充実や各種休暇を取得しやすい環境の醸成、コミュニ

ケーションが活発で相談しやすく助け合える風通しのよい「チーム学校」を推

進することで、教員が心身ともに健康を保ちながら、職務にやりがいや誇り・

働きやすさを感じる魅力ある職場づくりに取り組みます。 

 

Ⅳ-1 教職員が働きやすい環境づくり 
〈現状・課題〉 

業務負担の増加、長時間勤務や人間関係などの影響で、心身の不調を訴える
教職員が発生し、これに伴う人員不足で業務がひっ迫する状況が散見されるの
が現状です。 

ワーク・ライフ・バランスの推進やメンタルヘルス対策の充実が必要不可欠
であるとともに職員室や休憩室等の整備など働きやすい環境づくりを推進して
いくことが求められています。 

事業 取組内容 

1 労働安全衛生管理の推進 

 

50 人以上の教職員が従事する学校の大田区

立学校安全衛生委員会の充実及び大田区立

学校教職員安全衛生委員会のもと、国や都

の動向に合わせ、業務量管理・健康確保に

おいて適切な措置を図ります。 

2 年次有給休暇・夏季休暇取

得の推進・男性教員の育児

休暇取得率の向上  

定時退勤日・夏季休暇取得推進期間の設定

のほか、休暇・休業制度の活用により教職

員が仕事と子育て・介護等の生活との両立

が図れるよう周知・啓発します。 

3 多様な働き方の推進 時差勤務や長期休業中のテレワークの活用

を推進します。 

4 魅力ある学校施設の整備の

推進 

教員が快適で働きやすい職場環境の整備を

推進します。 

5 相談しやすい職場づくりの

推進 

臨床心理士等が学校を訪問し、教職員と個

別面談を行うアウトリーチ型相談事業の実

施や教員が匿名で気軽に相談できる LINE

（ライン）相談窓口を案内するなどメンタ

ルヘルス対策を推進します。 

教職員が働きやすい環境づくり 施策Ⅳ 
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教職員の在校等時間の適正管理による服務規律の推進とともに、保護者・地

域の方々に対して複雑化・困難化する学校現場を取り巻く状況の把握・認識を

促すことで、学校の働き方改革に対する教職員の意識改革と保護者・地域の

方々への理解促進に取り組みます。 

 
Ｖ-1  教職員一人ひとりの意識改革 
〈現状・課題〉 

令和７年１月より紙帳票の勤怠管理から休暇や出張等も含めた教職員勤怠管

理システムを導入し、正確で客観的な在校時間の見える化を推進しています。 

アンケートの結果、教職員の働き方や在校時間に対する意識向上が「非常進

んだ」「やや進んだ」との回答は約4割にとどまることが分かりました。管理職

を含む教職員一人ひとりの意識改革や風土改革に努めていくことが課題です。 

事業 取組内容 

1 在校等時間の客観的把握等に

伴う服務規律の徹底 

新たな教職員勤怠管理システムにより在

校等時間を正確に把握するとともに服務

規律の確保を図ります。 

2 教職員の意識改革 タイムマネジメントを意識した働き方を

促し、学校の働き方改革に関する好事例

を収集共有します。 

 
Ｖ-２  保護者・地域への理解促進の取組の強化  
〈現状・課題〉 

学校の働き方改革を進め質の高い学校教育の維持向上を推進する現状におい

て、保護者・地域・関係機関に取組を理解していただき、協力を得ることが課

題です。 

事業 取組内容 

保護者・地域・関係機関との

理解促進にむけた積極的な働

きかけ 

保護者や地域の方々に、学校現場の状況

を認識してもらうための情報提供に努め

ます。また、学校運営協議会において

は、学校における業務量管理・健康管理

措置の実施に関する内容について協議

し、教職員の働き方改革について理解・

協力を図ります。 

教職員の意識改革と保護者・地域への理解促進 施策Ⅴ 
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事業一覧                 ※全課は教育総務課・学務課・指導課 

番号 施策  具体的な取組 事業 担当課 

Ⅰ 学
校
・
教
員
が
担
う
べ
き
業
務
の
見
直
し 

1 学校・教員
の業務分担
の検証 
 

「学校・教師が担う業務に係
る３分類」に関する検証 

全課 

教職員等の校務分担及び処務
分担の検討 

指導課 

外部コンサルタントを活用し
た業務改革支援 

全課 

2 学校徴収金
及び公会計
のあり方の
検討 

学校徴収金のあり方の研究と
推進 

学務課 
 

徴収金の滞納整理事務 
 
学校給食の公会計化の検討 

Ⅱ 外
部
人
材
の
活
用
・
家
庭
や
地
域
等
と
の
協
働 

1 外部人材の
配 置 の 拡
充・民間事
業者との連
携の推進 

学校を支える事務スタッフ等
の適正配置 

指導課 

教員の区独自採用 
 
民間事業者等と連携・協働し
た取組（アウトソーシング
等）検討・実施 

2 部活動改革
の推進 

大田区に合った部活動の地域
連携・地域移行の在り方 

指導課 

部活動の地域連携・地域移行
（ハイブリッド型・合同部活
動）   

3 学校・保護
者・地域が
連携するコ
ミ ュ 二 テ
ィ・スクー
ル等の推進 

地域の特色を生かしたコミュ
ニティ・スクールの推進 

教育総務課 

地域学校協働活動の推進 
(地 域 学 校 コ ー デ ィ ネ ー タ
ー・学校支援コーディネータ
ーの育成等） 

Ⅲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
校
・
教
員
業
務
の
改
善 

 

1 学習指導業
務の改善 
 

ＩＣＴを活用した指導業務の
改善 

指導課 

学校行事等の精選や内容の見
直し 
教員の負担軽減も含めた学校
プールの在り方の検討 
 

教育総務課 

小学校教科担任制の推進 指導課 
2 
 
 
 

教員が分担
する校務事
務の改善 

職層に応じた校務分掌の適正
化の推進 
調査等の見直し・縮減 全課 
教育行政に係る法務相談体制
の充実 
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Ⅲ 
 

電話機自動応答機能の運用見
直し 
学校施設の包括保守管理の検
討 
 

教育総務課 
 

学校施設の地域開放事業の効
率化 

3 
 

業務の負担
軽減や効率
化を目的と
した DX の
推進 

 

校務端末と学習端末の統合 指導課 
学
校
・
教
員
業
務
の
改
善 

文書管理・財務会計システム
の再構築 

全課 

保護者連絡機能の充実 指導課 

校務等における生成 AI の 
活用 
ペーパーレス化・押印廃止の
推進 

全課 

Ⅳ 教
職
員
が
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り 

1 教職員が働
きやすい環
境づくり 
 

労働安全衛生管理の推進 指導課 
 年次有給休暇・夏季休暇取得

の推進・男性教員の育児休暇
取得率の向上 
多様な働き方の推進 
魅力ある学校施設の整備の推
進 
 

教育総務課 

相談しやすい職場づくりの推
進 

指導課 
 

Ⅴ 教
職
員
の
意
識
改
革
と
保
護

者
・
地
域
へ
の
理
解
促
進 

 
1 教員一人ひ

とりの意識
改革 
 

在校等時間の客観的把握等に
伴う服務規律の徹底 
教職員の意識改革 全課 

 

2 保護者・地
域への理解
促進の取組
の強化 

保護者・地域・関係機関との
理解促進にむけた積極的な働
きかけ 
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≪参考資料≫ 

1 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置
法等の一部を改正する法律案の概要 （令和7年2月7日国会提出） 
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2  

2 公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職

員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉

の確保を図るために講ずべき措置に関する指針    

（令和2年4月1日から適用） 
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3「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関

する総合的な方策について（答申）【概要】（令和６年８月 中央教育審議会） 
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3-2 中央教育審議会答申の考え方 
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4 教師を取り巻く環境整備 総合推進パッケージ（文部科学省） 
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5「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」 

について           （東京都教育委員会） 
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大田区立学校における働き方改革推進プラン 

（第 2 次） 

教育職の魅力を向上させる働き方改革の実行プログラム 

 

    

令和 2 年 3 月策定 令和 7 年４月改定 

発行 大田区教育委員会 

〒144-8623 大田区蒲田 5-37-1 ニッセイアロマスクエア 5 階 

電話：03-5744-1696   FAX：03-5744-1665 

HP:https：//www.city.ota.tokyo.jp/kyouiku/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

大田区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）の実施について 

  

子育て世帯の保護者の多様なニーズへの対応及び負担軽減を図るため、大田

区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）について、東京都補助金

を活用し、以下のとおり実施する。 

 

１ 概要 

（１）内容 

仕事などの日常生活上の突発的な事情のほか、リフレッシュ目的での利用

など様々な用途で、一時的に保育が必要となった際に利用するベビーシッタ

ーの利用料を区が補助する。 

（２）補助対象者 

   未就学児（０歳から満６歳に達する年度の末日まで）の保護者 

    ※障害児の場合は、満 12歳に達する年度の末日までの児童の保護者 

（３）利用上限時間 

  児童１人当たり年 144時間まで（障害児、ひとり親家庭、多胎児の場合は、

児童１人当たり最大年 288時間まで） 

（４）補助上限金額 

  ア 午前７時から午後 10時までの利用分 １時間当たり 2,500円まで 

  イ 午後 10時から午前７時までの利用分 １時間当たり 3,500円まで 

（５）利用の流れ 

ア 利用者が東京都の認定するベビーシッター事業者と契約し、ベビーシ 

ッターを利用 

イ 利用者がベビーシッター利用料をベビーシッター事業者に支払 

ウ ベビーシッター事業者に支払った利用料について、利用者が区に補助 

金の交付申請 

（６）事業開始（予定） 

  令和７年 10月１日 

 

２ 補助金申請受付等業務委託スケジュール（予定） 

 補助金の申請受付等にあたっては、多くの事務量が見込まれることから、申請

受付等を事業者に業務委託する。業務委託事業者は公募型プロポーザル方式に

て選定する。 

（１）募集期間 

  令和７年５月下旬～６月下旬まで 

（２）選定委員会 

   ア 書類審査 令和７年７月上旬 

   イ プレゼンテーション審査 令和７年７月中旬 

（３）事業者候補決定 

   令和７年７月下旬 

こども文教委員会 

令和７年５月 14日 

こども未来部 資料１番 

所管 子育ち支援課 

 



 

 

 

 

 

 

大田区大森西二丁目複合施設の開設日等について 

 

１ 各施設の開設日等について（予定） 

令和７年６月 16 日（月）の第Ⅰ期工事竣工後、開設の準備を行った後、順次、 

移転し、開設する。 

（１）現在のこらぼ大森の敷地における開設 ＊複合施設 

所在地：大森西二丁目 16 番２号 

施設名 開設日 

① 大森西保育園  

② 大田福祉作業所大森西分場 
９月１日（月） 

③ 大田区シルバー人材センター大森分室 ９月９日（火） 

④ 大森西特別出張所 

（新設の大森西区民活動施設を含む） 
９月 16 日（火） 

⑤ 地域包括支援センター大森 ９月 16 日（火） 

（２）現在の大森西区民センター及び大森西保育園の敷地における開設 

所在地：大森西二丁目 20 番 17 号 

施設名 開設日 

⑥ 区民活動支援施設大森 ９月８日（月） 

⑦ 大田区シルバー人材センター 

大森西作業所 
９月９日（火） 

⑧ 子ども交流センター ９月 16 日（火） 

   ＊９月 15 日（月・祝）に開所セレモニー、それ以前に内覧会を実施予定。 

 

２ 大森西区民活動施設の利用について 

（１）体育室及び多目的室 

９月の利用に関する抽選申込は、５月 16 日（金）から受付開始。 

申込及び抽選等は、公共施設利用システム「うぐいすネット」を通じて行う。 

（２）音楽スタジオ 

９月の利用に関する抽選申込は、７月 10 日（木）から受付開始。 

申込及び抽選等は、大田区電子申請システム「ロゴフォーム」を通じて行う。 

３ 周知方法  

  大田区報、大田区ホームページ及び関係施設での掲示等による。 

４ 案内図 

  別紙のとおり。 

５ 呼称 

  大森西地域力推進センター 

こども文教委員会 

令和７年５月 14 日 

こども未来部 資料２番 

所管 保育サービス課 

子育ち支援課 



大田区大森西二丁目複合施設 案内図

出典：国土地理院（区加筆）

別紙

大森西区民センターの敷地
②大田福祉作業所大森西分場
↓

  ⑥区民活動支援施設大森
⑦大田区シルバー人材センター大森西作業所

   ＊大森西区民センター（広間、体育室、集会室等）、
   こども発達センターわかばの家分館は移転なし

大森西保育園の敷地
①大森西保育園
↓

⑥区民活動支援施設大森（調理室）
⑧子ども交流センター

こらぼ大森の敷地（現校舎は第Ⅱ期に向けて解体）
③⑦大田区シルバー人材センター大森西作業所
④大森西特別出張所、⑤地域包括支援センター大森
⑥区民活動支援施設大森、⑧子ども交流センター

↓
①大森西保育園、②大田福祉作業所大森西分場
③大田区シルバー人材センター大森分室
④大森西特別出張所、⑤地域包括支援センター大森

←

至

京
急
平
和
島
駅

至

京
急
大
森
町
駅

→

現校舎

新設
（元の校庭等）



 

 

 

 

 

保育所等利用待機児童数及び保育サービス定員について 

 

 令和７年４月１日現在の保育所等利用待機児童数及び保育サービス定員につい

て以下のとおり報告する。 

 

１ 待機児童数 ０人 

２ 保育施設数及び保育サービス定員（令和７年４月１日現在） 

施設種別 施設数（昨年度） 定員数（昨年度） 

認可保育所 １９２ （192） １６,１４７（16,177） 

小規模保育所  ２５ （25） ４４９  （449） 

事業所内保育所  ３  （3） １６    （16） 

認証保育所 ３４ （34） １,１２７ （1,114） 

定期利用保育所 １２ （13） １０２   （118） 

家庭福祉員 １９ （22） ５０    （58） 

合  計 ２８５（289） １７,８９１（17,932） 
   

 

こども文教委員会 

令和７年５月 14日 

こども未来部 資料３番 

所管 保育サービス課 

 



 

 

 

 

 

 

保育園を改築する場合における調整指数のあり方について 

 

１ 概要 

老朽化施設が増加する中、保育園の更新は民間施設を含め喫緊の課題である。 

更新にあたっては仮園舎を設ける手法が一般的であるところ、昨今、現園舎

近隣での適地確保が困難なために、仮園舎の候補地範囲を拡大せざるを得ない

事案が生じている。この場合、仮園舎と住居の位置関係によっては、送迎の負

担が保護者の想定以上に増すことが危惧され、登園困難ともなりかねない。 

そこで、園舎更新に伴う仮園舎への移転が行われる場合の保護者の送迎負担

を軽減するため、一定の要件を満たす転園希望に対して、利用調整上の新たな

加算を設けることとする。 

 

２ 対象者 

 園舎更新に伴う仮園舎の設置地が現園舎から概ね２㎞離れることにより、 

送迎が困難になる在園世帯 

 

３ 調整指数 

  １点加算（予定） 

 

４ 今後の予定 

 令和７年５月  規則改正 

     ６月  本年７月以降の転園申請分より加算適用 

こども文教委員会 

令和７年５月 14日 

こども未来部 資料４番 

所管 保育サービス課 
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